
令和 4 年 5 月 19 日 

塩竈市認可保育所等整備事業者募集に関する質問への回答 

№ 質問 回答 

１ 要綱 4 ページ審査項目「新設場所の適正」につい

て概要で「既存施設との適切な距離」とあります

が、適正の範囲地域を具体的に教えてください。 

「既存施設との適切な距離」では、具体に適性の範

囲地域を定めてはおりません。 

周辺に既存施設が少ない場合に審査項目で評価さ

れるというものです。 

２ 募集事業者の要件につきまして、宮城県内におい

て保育所や認定こども園等を運営している者。 

とありますが、保育園の運営は、小規模保育事業所

または、企業主導型の保育園を運営している者な

どは、応募資格を有しますでしょうか。 

また、運営の経験年数などありますでしょうか。 

小規模保育事業所、企業主導型の保育所運営者に

おいても応募資格を有しているとみなします。 

また、運営の経験年数に制限はありません。 

３ 募集要項２ページ 

募集内容（４）募集する施設規模及び施設数に関す

る質問 

募集施設の規模と施設数は 60 名程度の施設２施

設とありますが、募集にあたって新設保育所の地

域の限定は無いと考えて良いのですか？大まかな

地域限定もなしでの公募と考えて良いのですか？

（２）の整備場所の条件が整えば良いということ

ですね。 

新設する保育所等の場所について、地域の限定は

ありませんが、募集要項に記載している３（２）の

整備場所の条件を満たす必要があります。 

４ 募集要項２ページ 

募集内容（５）定員構成に関する質問 

0 歳児、１歳児、２歳児の定員数を設定とあります

が、3 歳児、４歳児、５歳児のクラスは無い、未満

児のみ 60 名の保育所 2 ヶ所の募集と考えて良い

のですか？ 

0 歳児、1 歳児、2 歳児のクラスは必ず設定してい

ただき、3 歳児、4 歳児、5 歳児についても各学年

の児童全員が進級できるよう設定して下さい。 

５ 保育事業者募集の件で質問がありました。 

「ヒアリングシート（様式５号）」の記載用紙です

が、こちらをベースに写真や表の挿入は可能でし

ょうか。 

もしくは別途資料を準備することは可能でしょう

か？ 

ヒアリングシート（様式 5 号）への写真や表の挿

入も可能です。 

また、別途資料を準備して提出いただくことも可

能です。 

６ 施設整備事業の助成について、市の助成制度はど

の程度見込まれますか。 

市独自の助成制度は見込んでおらず、補助制度は

国で示している制度によります。 

７ 保育士の配置基準について、市独自の配置基準は

ありますか。 

市独自の配置基準はありません。 

８ 開園年度、保育所等における ICT 化推進等事業の

助成を受けることは可能ですか。 

現段階ではお示しできませんが、事業者内示後に

協議・検討させていただきます。 

９ 施設整備計画について、遊戯室は必須でしょうか。 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に

準拠した遊戯室を設定してください。 



１０ 税の未納がない事を示す証明書を提出とあります

が、当法人は社会福祉法人である為、納税義務がご

ざいません。法人の様式「非課税であることの申告

書」で代用は可能でしょうか。 

「非課税であることの申告書」で代用可能です。 

１１ 施設長の要件がございましたらご教示ください。 施設長について要件は設定しておりません。 

１２ 応募要件に、60 名程度の施設 2 施設程度とありま

すが、75 名とか、40 名とかで提案する場合、120

名・60名等の提案に比べて評価点が上下しますか。

ご開示ください。 

定員は直接の審査項目ではありませんので、例え

ば、75 名と 60 名での評価は上下しません。ただ

し、応募事業者多数の場合、120 名の定員増加の中

で、利用者の利便性を踏まえた新設場所の適正の

観点で評価に影響する可能性があります。 

１３ 隣接自治体に近い場所で計画する場合、隣接自治

体からの利用者の可能性はどの程度考えられます

か？ 

可能であれば、塩竈市外在住で塩竈市内の保育園

利用者の数をご開示ください。 

現在、塩竈市外在住者が塩竈市内の保育施設等を

利用している事例はありません。 

そのため、隣接自治体からの利用者は基本的には

想定しておりません。 

 

１４ 送迎用駐車場の確保を優先せざるを得ない場合、

屋上園庭もしくは園舎から 200〜300 メートル程

度の場所の公園を利用することは認められます

か。 

屋上庭園や離れた場所の駐車場も認められます

が、審査項目であることにご注意ください。 

１５ 遊技室は、広めの廊下又は HALL など個室でなく

てもよろしいでしょうか？ 

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に

準拠した遊戯室を設定してください。 

１６ 保育室が 2 階にある 2 階建て計画で、常用階段と

避難用屋外階段がある場合、 

避難用滑り台など、その他の避難設備は必要でし

ょうか？ 

施設については、「児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準」及び関係法令に準拠いただく必要が

ございます。ご質問は消防法に関連する内容と思

われますので、塩釜地区消防事務組合にご相談く

ださい。 

１７ 募集エリアは、市内全域とありますが、その中でも

待機（保留）児童が多い需要高地域（A 地域、B 地

域、北部・南部や校区など）がありますか？ 

需要が多い地域は設定しておりませんが、塩竈市

立杉の入小学校周辺は保育施設等が少ない状況で

す。 

１８ 送迎用駐車場必要台数について、定員の 1 割程度

を目安としていますが、基準等あれば、教えてくだ

さい。 

駐車場の台数に基準は設けておりませんが、審査

項目であることにご注意ください。 

１９ 土地が借地の場合、減点要因になりますか？ 借地によることで審査上不利になることはありま

せんが、安定的な施設運営が審査項目であること

にご注意ください。 

２０ 過去に、一部既存建物を使い、増築して保育園を建

設したことがあります。その場合、新築の計画と同

様の補助金をいただきました。貴市においても同

様の考え方で問題ありませんか？SDGS を大切に

考えるにあたり、一部既存建物を利用した計画も

考えたいと思います。 

補助制度は国で示している制度によりますので、

国で採択されれば市としても補助金を交付いたし

ます。 

 



備考 

① 令和 4 年 5 月 10 日に宮城県において「宮城県の津波浸水想定の設定」が公表されました 

保育所等を新設する場所が宮城県津波浸水想定図の浸水区域に該当する場合には、「様式第 2 号 事業概要

調書 ４保育について ⑦事故防止、安全対策、虐待防止について」の欄に、津波発生時の避難体制等につ

いて記載をお願いします。 

② 今後情報が更新される場合がありますので、随時確認願います。 


